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ハルハ・ジロムの成立過程について

二　木　博　史

　　〈はじめに〉

　モンゴル系諸民族は内陸アジア遊牧民の中では例外的にかなりまとまった量

の法制史料を残している。ハルハで編纂された法令集『ハルハ・ジロム』は近

年『白樺法典（1〕』が発見されるまではもっとも代表的なハルハ法として知られ

ていた。その研究の歴史はあまり古くはない。最初に紹介論文（1923）を書い

たのはジャムツァラーノとトゥルノフだが，法典の名前を有名にしたのは恐ら

くリャザノフスキーとウラジミルツォフであろう。リャザノフスキーは論文，

著書の中で条文の分類を試み，ウラジミルツォフは有名た遊牧封建制論の中で

何度も『ハルハ・ジロム』を引用した。2人の著書は日本語にも訳されモンゴ

ル史の基本文献に数えられている。また，田山茂氏はリ1ノチェソが1959年にウ

ランバートルで出版した，ジャムツァラーノによるロシア語訳を日本語に翻訳

して『蒙古法典の研究』（1967年）の中に入れた。これも比較的よく利用され

ている。清朝蒙古例の逐条解釈を中心にモンゴル法の研究をすすめている島田

正郎氏は主に田山訳に拠っている。

　このように『ハルハ・ジロム』は一見すでに充分研究されているかのように

見えるが，実際は，その編纂された年代，場所，意図も明らかにされていない

し，内容の正確な分析もほとんどなされていない。モンゴルの学者ジャランア

ージャブはモノグラフωを公にしているが，これとても満足すべきものではな

い。

　研究の遅れている最大の原因は文献学的研究が不充分なことにある。本稿で

は主に文献学的な側面，すなわち諸版の相互関係，『ハルハ・ジロム』を構成
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する諸法令の制定年，立法者，有効地域，諸法令が『ハルハ・ジロム』という

形で編纂された時期，編纂場所等の問題に解答を与えてみたい。

　1．諸刊本と諸写本

　刊本にはウランバートル本（1961年）（3〕とモスクワ本（1965年）ωがある。ウ

ランバートル本は2種類の写本，すなわち肋mアmn肋吻m一カq吻一αヌmm

およびγe尾e肋吻e〃一〃5α励ツα刎舳一m　g吻一α力mm－mmゴ州mを活字にし

たものである。便宜上，前者をX本，後者をY本と呼ぶことにする。このうち

X本はジャムツァラーノの1目蔵本である。現在は両写本ともモンゴル国立図書

館に所蔵されている。

　モスクワ本はジャムツァラーノが1933～37年に校訂したテキストをディリコ

フが出版したものである。これにはジャムツァラーノのロシア語訳も付されて

いる。校訂されたテキストは24篇（ローマ数字でI－XXIV）から成り，各篇

はさらに条文（アラビア数字）に分たれている。　（本稿でもこれらの数字で法

令，条文を示す。）ジャムツァラーノは5種類の写本（A，B，C，D，E）を利

用した。底本に選ばれた写本Aはやはりジャムツァラーノ旧蔵本である。この

写本が現在どこにあるのかは不明である（腕。他方，写本B，C，D，Eはソ連科

学アカデミーのレニングラード支部にある。プチコフスキーによれば写本B，

Eはいずれもγαmmm－mgα’q一α力mm－mn”れmというタイトルを有するω。

写本A，Cのタイトルは不明である。写本Dは次0）タイトルを有する，ボズド

ネエフ・コレクション中の写本の一部を構成している。すなわち，MOmgア0Z

Cαγα力m－mm〃eツ肋肋C！肋’e7，わα5αm0〃鉗0J〃舳一mあfCξg，伽i5肋一

e柳卿m加〃勿m伽g5emgm肋舳，α肋αqαm〃ソmプ〃emeわ0’がτ〕．

　上記の7種類の写本のうち，その分量と構成から写本X，A，Eおよび写本

Y，B，Cはそれぞれ一つのグループに分類される。残りの写本Dはこれら両

グループのいずれとも分量，配列が異なるので第三のグループを構成する｛8）。

そこで7写本をa）バローン・フレー本（写本X，A，E），b）イヘ・フレ

ー本（写本Y，B，C），c）ポズドネェフ本（写本D）の三つに分類しうる。
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　2．　バローン・フレー本

　ジャムツァラーノの分類によれば，バローン・フレー本は24篇から成る。第

I篇の冒頭には有名な3ホジョー大法典（アurban　qosi；un－u　yeke　caアaja）の

前文が置かれている。すなわち，

　r中宮（junggen）に申し上げ，承認されたので，オチラィ・トゥシェート

ゥ・パーソをはじめ，エルデニ・ビリクトゥ・チャンジ目ドバ，ジャサク・和

碩親王領鮒ドンドブドルジ，ジャサク・tδrδ一yin　nOyanダソジソドルジ，ジ

ャサク・一等台吉ハイソジョルドルジ（・・・…）これらすべてのノヤン違および

サイド違が，ブレソ・ハンの南麓，イーベソ河畔で己丑の年〔二1709年〕の仲

夏〔5月〕28目の吉日に審議した3ホシ目一大法典」

　3ホジョーの範囲を決定するためには上記の王公の比定を行なう必要があ

る。系図を調へれば分かることだが，名前の挙げられている有力な王公はすべ

てトゥシェートゥ・ハーン・チャボソドルジおよび彼の弟シディシリの一族，

言い換えればクムブ・トゥシェートゥ・パーソの子孫である。先ずオチライ・

トゥシェートゥ・パーソはドルジ・エルデニ・アバイに外ならずω〕，チャボソ

ドルジ・ハーンの第2子に当たる。親王ドンドブドルジはジェブツンダムパ・

ホトクト2世の父親で，一時期（1700｝1702）はトゥシェートゥ・ハンであっ

た。彼はチャボソドルジの長子の子である。ハイソジョルドルジはチャボソド

ルジの第3子に当たる。ダソジソドルジはシディシリの第2子に当たる。

　ハルハにおける仏教最高指導者ジェブツンダムバ・ホトクト1世もクムブ・

トゥシェートゥ・パーソの子であることを考慮すれば，3ホジョーの範囲や法

典の性格がさらに明確になる。3ホジョー大法典はグムプ・トゥシェートゥ・

パーソの直系の子孫によって制定され，彼らの領域で有効だったu0〕。同法典

が自分たちの一族出身のジェブツンダムパ・ホトクトの権威を擁護しているの

は当然である。

　第XVI篇は3ホジョー大法典の最後の部分と思われる。その理由は，そこ

に己丑（1709年）に当たる語が見られることであるαD。同篇末尾の，仏陀への

帰依を謳った祈りの中には立法の目的も述べられている。すたわち「モンゴル

国の守護神たちの命をうけた，神なるチンギス・ハーンの黄金氏族にして，一
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方に大なる力を有する，最勝なるオチライ・パーソ〔ニアバダイ・ハーン〕の

第5代目に当たるトゥシェートゥ・パーソが仏法に基づいて，仏教と国家を興

隆させるために制定した」

　第IV，VIII，X，XII，XIVの各篇はいかなる目付も有しないが，やはり

1709年法の一部とみなし得る。第VIII，X，XII篇にはr3ホジョー」という

語が見られるし，IV篇とXIV篇ではチャボソドルジ・パーソの妃を指すと推

定されるr中宮」（並nggen）㈹という語が使用されている。このr3ホジョ

ー」，「中宮」はいずれも3ホジョー大法典の最初の部分（第I篇）を特徴づけ

ている用語である。おそらくは第I，IV，VIII，X，XII，XIV，XVI篇を合

わせたものが1709年法の本来の姿であろう。

　次に第VII篇を検討してみたい。同第の丙辰の年をナサンパルジルは1736年

に比定し，ジャムツァラーノも留保つきで同じ意見を述べている。しかし，こ

の法令の前文を注意深く検討してみると彼らの推定には根拠がないことが分か

る。前文は次の通りである。

　　「ホトクトのゲゲーソの御前で，ススグ・フチュン・テグスセン・ワチライ・

トウシェートゥ・サイン・ハン（sus09kOcuntegむs廿gsenvac1rai誠siyetO

sayin　qan）とダライ・セチェン・ハンをはじめとする大小のノヤンたち（yeke

baアーa　noyad）が，丙辰の年の晩秋（namur－m　adaγsar－a）〔＝9月〕の25

目に，ドーラ河のチャガーソボロソにおいて寺院に関する（keyid一心n　tus－tu）

法律を審議した」

　先ず，トゥシェートゥ・ハンが誰に当たるかを調べてみよう。ハルハの有

名な年代記『アサラクチ・ネレトゥイソ・テウヘ』や『シラ・トージ』によれ

ば，「ススグ・フチュソ（……）トゥシェートゥ・パーソ」はトゥシェートゥ・

パーソ・チャボソドルジ（在位1655～1699）の称号に外ならたい〔13〕。次に，上

の前文に見られる“yeke　baγ一a　noyad”，“tus－tu”，“adaγsar－a”等の表現

は『ハルハ・ジロム』の他の法令には見られないが，16世紀末から17世紀前半

の時期に制定されたr白樺法典』の中には複数の用例が見出される。ホトクト

のゲゲーン（＝ジェブツンダムパ・ホトクト）の初代の年代（1635～1723）を

考え合わせるならぱ，丙辰は1736年ではなく1676年とすべきである。ダライ’
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セチェン・ハンはバポ・セチェン・パーソ（在位1655～1683）に相違ない。『ハ

ルハ・ジロム』を18世紀の法律とみる見方は修正されなければならない。

　rハ」・レハ・ジロム』は2種類の文体を含んでいる。大部分はr白樺法典』と

共通する伝統的な法律文書のスタイルで書かれているが，一部の法令は清朝時

代の公文書に特有のスタイルで書かれているω〕。後者の例の典型は第VI篇で

ある。同第は文体の点だけではなくその内容からも大いに注目されなけれぱた

らたい。盗人の処罰方法を定めたこの法令は4アイマクを代表する王公たちに

よって1746年にフレーで制定された。本法令は二つのきわめて重要な特徴を有

する。一つは，r皇帝の法」（degedむ一yin　caγaja）という表現が使われ，清朝

の法律に準拠したことが明確にされている点｛m。もう一点は，第一点とも関

連するが，最後の部分で「他のすべての案件も皇帝の法に則って〔審理し〕4

アイマクで一律に遵守して行こうと話し合った」と述べていることである。こ

の文章はハルハの王公たちが同第の時点で清の法律の全面的受け入れを決定し

たことを意味するので特に重要である㈹。

　最後に第Xm篇の年代について考えてみたい。同第の丙寅の年はこれまで

1746年とされてきたが別に確実な根拠に基づいているわけではない。1709年の

3ホジョー大法典が『ハルハ・ジロム』の中でもっとも古いという誤った前提

に立って年代決定がなされてぎたことは上の第VII篇の場合と同じである。同

第は全25条から成るが，第16条で一つの法令が完結し，第17条以下は明らかに

別の法律である。16条までの部分は出家の手続き，僧侶の権利，僧侶の守るべ

き事項等を定めた規則になっており，いかなる罰則も含まだい。17条以下はこ

の規則を補う目的で作られた法律であり，罰則も含む。丙寅の語が出てくるの

は第16条であり，17条以下の部分の成立年代を知る手がかりは存在したい。同

第の中からは清朝蒙古例の影響も清代特有の用語，表現等も見つけることはで

ぎたい。文体上の差違は例えば上記の，1746年法と確認されている第VI篤と

較べてみるとよく分かる。他方，第11条は同第前半部が作られた時代にはそれ

ぞれのホジョーが独自の法を有していたことを示している。すなわち「俗世間

の通常の取り決めの場合と同様な条件で任意のホジョーに住む〔僧侶〕は，そ

のホジョーの法律に従う。」以上を要するに同第，特にその前半部は1746年で
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はなく1686年に制定された可能性が強いとしなければならない（ジェブツンダ

ムパ・ホトクトに言及している箇所があるのでこれ以上時代が測ることはあり

得ない）。

　以上，パローソ・フレー本中の重要た法令をとり上げ年代や人物の考証を行

なった。次に諸法令をその有効地域あるいは適用される集団に基づいて分類し

てみる。具体的た考証は紙数の関係で省くが，諸法令は次の9タイプに分類で

きる。

　a）3ホジョーの法

　　　　1709年の大法典（第I，IV，VIII，X，XII，XIV，XVI篇）

　b）3ホジョーに準ずる地域の法α7〕

　　　　第XVII篇（1718年），第XVIII篇（1724年），第XXI篇（1726年）

　C）トゥシェートゥ・ハン・アイマクの法

　　　　1728年の大法典（第V，IX篇）

　d）トゥシェートゥ・ハーンおよびセチェン・パーソの領域の法

　　　　第VII篇（1676年）

　e）4アイマクの法

　　　　第II篇（1722年），第VI篇（1746年）

　f）イヘ・フレーの法

　　　　第XIX篇（1724年），第XXII篇（1754年）

　9）シャビナルの法

　　　　第XXm，XXIV篇（1770年）

　h）シャビナルとホトゴイド族の法

　　　　第XI篇（1745年）

　i）不　明

　　　　第III篇（1722年）｛18〕，第XIII篇（1686年？），第XV，XX篇（年代

　　　不明）

　ところでバローン・フレー本の編纂者（あるいはコピイスト）はいかたる原

則に基づいて各法令を配列したのであろうか。われわれは少くとも三通りの原

則を見出すことができる。一つは中核となる3ホジョー大法典を7篇に分割し



66 一橋研究　第8巻第1号

でそれらの間に他の法令（第II，III，V～VII，IX，XI，XIII，XV篇）を挿

入するという原則である。第II，III篤は第I篇を，第V～VII篤は第IV篇を

それぞれ補う性格を有するし，第XII篤と第XIII篤も相互にある程度関連性

を持つ。しかし第IX，XI，XV篇は3ホジョー法典とほとんど関連性を持た

たい。

　第二の原則は法令を年代順に並べることである。第XVII篇（1718年）～

XXIV篇（1770年）は年代11贋に配列されている。三つ目の原則は法律を先に出

し，判例を最後に置くやり方である。第XXIII，XXIV篤は厳密には判例であ

る。判例が法律と同じ効力を有したであろうことはほとんど疑いがない。

　3．イヘ・フレー本

　イヘ・フレー本（Y本）は第1章（Nlgeduger）～第7章（Do1odurar），お

よび1676年法から成飢パロー：／・フレー本に入っている法令のうち・次のも

のはイヘ・フレー本に欠けている。すなわち，第II，III，V，VI，IX，XI，

XVIII，XIX篇，第XX篇第2，3条および第XXI～XXIV篇。別の言い方

をすれば，イヘ・フレー本に含まれているのは3ホジョー大法典，第VII篇

（1676年法），第XIII，XV，XVII篇および第XX篇第1条のみである。イ

ヘ・フレー本にのみ見られパローソ・フレー本に欠けている条項は，イヘ・フ

レー本の最後に付せられた短い追加規定以外には存在したい。この規定は明ら

かに後に付け加えられたものであるΩ9〕。大まかに言えば，イヘ・フレー本に入

っている条文はすべてパローソ・フレー本にも入っている。したがってイヘ・

フレー本の構成は，パローソ・フレー本の篇数，条数を用いて完全に表わすこ

とができる。イヘ・フレー本の構成は次の通りである。各章は“nig㎝j舳”

（一条）という表現でさらに区分されているので，これをセミコロン（；）で

示す。

　〈前文〉（＝3ホシ冒一大法典の前文）

　〈本文〉

　　第1章I－1；I－2；I－3－6；XII－1～2，I－9，IV－1－3，XII－3～8；

　　　　　IV＿4～6，XII＿9；IV＿7，XIII＿1～16；XIII＿17；XIII＿18～



ノ・ルノ・・ジロムの成立過程について 67

　　　　　23；XIV＿16，XX＿1；XIII＿24

　　第2章I－7，XIV－13；I－8，XIV－14；ト8，XIV－14；XIV＿15；

　　　　　VIII－1川5；VIII＿6川7；VIII＿8～14；VIII＿15川17；XIV＿1；

　　　　　I－23～25；I＿21～22，I＿10，10I～1ぴ，103A，I＿91，I＿103B，I＿

　　　　　11川14；I＿15～18

　　第3章VIII－27～38；XIV－33～34，XIV＿36A，37，36B；XII＿11；

　　　　　XIV＿2～4；XIV＿30～31，XVI＿2～3，VIII＿22～24；I＿19，

　　　　　IV－52～53；IV＿56

　　第4章VIII－25，X－1，XIV－17～19，IV－8～11，IV－14B，IV－15～

　　　　　20；IV－57；IV－21～24，IV－12～14A，IV－25～26；IV－27；

　　　　　IV＿28A，IV－29川32；IV＿33，331～338

　　第5章XIV－6；IV－34～36；IV－37－43；IV一幽～47，IV－28B，IV

　　　　　＿48，481；IV＿49～51；IV＿59，VIII－18～19；VIII＿20；XIV

　　　　　－15，XIV－21；XIV＿32，XIV＿22～23，XVI＿14；XVI＿4川5

　　第6章XVI－6，XIV－26，XIV－28；XIV＿29，XVI＿7～8；XVI＿9，

　　　　　XIV＿9，XIV＿24；XII＿12；XVI＿15川16，IV＿58，XIV＿20；

　　　　　X＿2；XVI＿10，XIV＿27，XVI＿18A，XVI＿17，XVI＿1，XIV

　　　　　　－5，XIV－7

　　第7章VIII－26，XVI－11～12，XIII－25，I－20，XVI＿18B，XVI＿19

　　　　　　～21，IV＿54，XIV＿10～12；VIII－21；XVI－13，

　　　　　　　XV（全文），XVII（全文），XII－10

　〈祈願文〉（＝3ホジョー大法典の末尾）

　〈目次〉

　　　第1章～第7章の目次

　＜附則〉

　　　　VII（1676年法）全文

　　＜追加規定〉

　上の配列から見てとれるように，イヘ・フレー本の構造はバローン・フレー

本のそれとはまったく異なる。バローン・フレー本の第VII，XV，XVII篇は
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イヘ・フレー本でも分割されずにそのままの形で入っているが，3ホシ目一大

法典と第XIII篇，とりわけ前者は細分されて第1～7章の中に配置されてい

る。それでも3ホジョー法典が，イヘ・フレー本の編纂者あるいはコピイスト

によっても最も重要な法令とみなされていたことは，上記のr前文」，r祈願文」

の位置から明らかである。

　1676年法が特別な扱いを受け全7章および目次のさらに後ろに置かれている

こともイヘ・フレー本の特徴である。この事実は上で論証したr丙辰＝1676年」

説の傍証ともなり得る。

　次に1～7章に分類した基準について考えてみたい。第1，2章については

比較的明白な分類基準を推定し得る。すなわち，第1章にはジェブツンダムパ

・ホトクトおよび寺院一般に関する条文が集められているのに対し，第2章に

は王公に関する条文が配されている。ところが，第3章以降は様六な性格の条

文が雑多に並べられていて，明確な基準を見出すことはできない。

　4．　7写本の相互関係

　最初に述べたように『ハルハ・ジロム』には7種類の写本が知られている。

しかし，これらの相互関係は明らかにされていない。この問題を解く鍵は実は

E本（パローソ・フレー本の一種）に隠されている。ディリコフはE本には誤

記や脱落が多いと述べているが，この写本の持つ本質的に重要な価値には気付

かなかったようだ。見過ごすことのできないのは，E本のテキストがイヘ・フ

レー本のB本（およびY本）のテキストときわめてしぱしぱ一致するという事

実である。B本とE本の表現が一致する例は校訂本の中に約140例見られる。

分かりやすい例から5例のみを下に示す。

　a）I－15　yabuγcl（E，B，Y本）

　　　　　　　　jasaγc1（A，X本）

　b）IV－19　nige　tisimed－Iuアーa　ada1i　idekむbui．（E，B，Y）

　　　　　　　　elc1t廿simed－yin（tOsimed－un）nige　kumむn一むqubi－bar

　　　　　　　idekO　bii．（A，X）

　c）XIV＿1O　uridaki　yeke＿yin　qaras＿iyar：noyad＿tur　baγ＿a　Ogeber
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　　　　　　　qob1abasu　baγ一a＿yin　qaγas＿iyar．（E，B，Y）

　　　　　　　　qaγan－dur　yeke09e－ber　qob1aγsan－u　qaγas　aldanggi：

　　　　　　　baγ一a　むge－ber　・qob1abasu：baγ一a　廿ge－ber　qoblaγsan－u

　　　　　　　qaγas　a1danggi＿bar　tor7ay＿a、（A，X）

　d）琴II至一24　gujlr1ebes損（E，B，Y）

　　　　　　　　g廿j1rlej1（9軸1r1ej廿）（A，X）

　e）XIII＿25　ya1a1ay＿a（E，B，Y）

　　　　　　　　an〕ulay－a（A，X）

　上記の例のようにE本のテキストが，同じバロニソ・フレー本のA，X本と

は一致せず，ほぼ一貫してイヘ・フレー本（B，Y本）と一致しているという

事実はどのように説明されるべきであろうか。理論的には二通りの解釈が可能

である。第一は，最初にイヘ・フレー本が成立し，次にそれに他の法令が加え

られてE本が作られ，最後にE本が書写されているうちに変化してX，A本が

成立した，とみる解釈である。しかしこの解釈は，①X，A本の構成のほうが

イヘ・フレー本の構成よりもはるかに合理的であること，②X，A本のモンゴ

ル語のほうがE本やイヘ・フレー本のそれよりも古い特徴を有していること

（例えば，上記e）の“anjulay－a”は“yalaIy－a”よりも古い用法である），

これらの理由から受け入れ難い。二つ日の解釈は，最初にバローン・フレー本

　　　　　　　　　　　ポスト不エフ本系一一一一一＿一一＿D本

諸法令

／
バローン・フレー本

r原本」系一一＿＿＿＿一＿＿＿XチA本

，ベローン・フレー本

「写本」系　　一＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿E本

イヘ・フレー本系

一一一一一一一一一 x，B，（C）本
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のA，X本が編纂され，次にそれが何度か書写されて変化してE本が成立し，

最後にこのE本から一部の法令を削除し配列を変えてイヘ・フレー本を作っ

た，という考え方である。これが現在考え得る唯一の解釈である。X本の言語

のほうがY本の言語よりも古いというナサンパルジルの指摘‘20〕もこの解釈の

正しさを裏付けると思う。

　したがってD本（ボズドネエフ本）やC本も考慮に入れて諸本の相互関係を

図式化すると前頁のようになる蜆1〕。

　5　『ハルハ・ジロム』成」⊥の時期と場所

　『ハルハ・ジロム』を構成している個々の法令についてはすでに述べたの

で，次にこれらがrハルハ・ジロム』という法令集に編纂された次第について

考えてみたい。上で論じたように先ずパローソ・フレー本が成立したのである

から，バローン・フレ」一本原本の成立の時期が問題となる。バローン・フレー

本に収められた法律（または判例）のうちもっとも新しいのは1770年の判例

（第XXIII，XXIV篇）であるから，その編纂の時期は当然それよりも後てな

ければならない。

　さて，ここで『ハルハ・ジロム』に言及している2種類の，シャンジョドパ

衙門の文書に注目してみたい。先ず衙門の判例集である『オラーソ・ハチャル

ト』（σ伽伽mCα物）の冒頭には，Mom鮒。’Cαア切αソmうっαg，ρ吻一α

力mm－m〃あκ！g両法典の罰畜を銀に換算する比率が記されている㈱。また，

『衙門規則』（γαmmm－m　mれm）には次のような規定が見える。すなわち

r一条，衙門で裁く案件のうち，アイマクやホジョーとも関連を有する案件は

Mm鮒。2cα；切α｝m励。｛gに依って裁く。シャピのみに関係する案件はウソ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉、　　　　　　　〉．ドゥル・ゲゲーソの時代に定められた旧ρ吻一αノm刎一mnδ｛αgに依って裁

き解決する㈱〕」

　上の二つの文書はいずれも二つの法典，すなわちMon鮒。’cαμ力ソm

腕｛gとQα幻一α力m刎一mnあ5αgの関係について述べているが，これらのう

ち前者は清朝の法律（この場合は『理藩院則例』）を，後者は問題の『ハルハ・

ジロム』を指していることは説明を要したい。
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　『オラーソ・ハチャルト』所収の判例のうち，もっとも年代の古いのは道光

元年（1821年）の判例である。また『衙門規則』の，上に引用した部分は道光

20（1840）年に定められた。したがって『ハルハ・ジロム』は1821年にはすで

に出来上っていたことになる。上で述べた1770年という上限を考え合わせれば

パローソ・フレー本成立の時期は，ひとまず1770年から1821年の間と決定し得

る。

　次に，上で引いた『衛門規則』の「ウンドゥル・ゲゲーソの時代に定められ

た旧ρ吻一αプmm一例あ；c5g」という表現を吟味してみたい。ウンドゥル・ゲ

ゲーソとは初代ジェブツンダムパ・ホトクトに外ならないから，この条文を文

字通り解釈すれば，ここで言われている『ハルハ・ジロム』はすべてウソドゥ

ル・ゲゲーソの生きていた時代（1635～1723）に作られたことになる。となる

とパローソ・フレー本は1724年から1770年までの法令，判例を多数含むので該

当したい。他方，イヘ・フレー本は充分に可能性がある。イヘ・フレー本の，

年代の確定している法令はすべてウソドゥル・ゲゲーンの時代のものだし，年

代不明（XV，XX－1）の法令についても，この時代に定められた可静性が

充分にある｛24〕。『衙門規則』の『ハルハ・ジロム』はイヘ・フレー本を指すと

いう推論が正しければ，イヘ・フレー本の成立は1840年以前ということにな

る。

　最後に，『ハルハ・ジロム』はどこで編纂されたかという問いに答を出して

みたい。ジェブツンダムパ・ホトクトのシャビナル（貢租・賦役を負担する直

接生産者）を管轄するシャンジョドパ衙門で『ハルハ・ジロム』が使用されて

いたことはすでに述べたが，『ハルハ・ジロム』を構成している法律のほとん

どすべてがシャビナルと関連を有していることは改めて注目される。一第一にジ

ェフッソダムパ・ホトクト1，2世がトゥシェートゥ・ハーソー族の出身であ

ったため，トゥシェートゥ・ハン・アイマク，とりわけ3ホジョーには多くの

シャビナルが住んでいた。3ホジョー大法典はシャビナルの守るべき法律でも

あった。第二に『ハルハ・ジーロム』にはシャビナルとホトゴイド族の取り決め

のようた非常に特殊な法も含まれている。第三に2例の判例はいずれもシャビ

ナ」ルに関係するものである。これらの事実から導き出されるのは，『ハルハ・
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ジロム』は主にシャビナルを対象にシャンジョドパ衙門で編纂されたという推

定である。

　モンゴルの研究者たちは1789年の『蒙古律例』の公布に伴い『ハルハ・ジロ

ム』はシャビ領以外では法的効力を失ったと述べているがω〕，このような表

現は適切ではない。むしろ18世紀末あるいは19世紀初めに，シャンジョドパ衙

門が既存の法令，判例を集めてシャビナルの犯罪，紛争などを裁く際に依拠す

べき法令集を編纂し，それにrハルハ・ジロム』という名称を与えた（パロー

ソ・フレー本の成立），と考えるべきである。

　ここで，もう一度バローン・フレー本とイヘ・フレー本の違いを検討してみ

ると，前者は第VI篤に代表されるように清朝蒙古例を含むが，後者は少くと

もはっきりとした形では蒙古例を含まない。この違いはどのように説明される

べきだろうか。おそらくはシャンジョドパ衙門の法律専門家の頭の中には，ジ

ェフッソダムバ・ホトクト1世の時代に定められた法律こそ純粋なハルハ法だ

という意識があった。そこで，純粋ハルハ法のみから成るイヘ・フレー本を改

めて編纂したのではないか。私はバローン・フレー本とイヘ・フレー本の内容

の違いは決して偶然によるものではたいと考えている。

　〈結語〉

　『ハルハ・ジロム』の研究においては，リャザノフスキーの著作や田山茂氏

の訳業に代表されるように，原典に拠らない二次的研究，翻訳が先行してしま

った。私は本稿の中でモンゴル文テキストをできるだけ精密に分析して『ハル

ハ・ジロム』を構成する各法令の成立年代，法令集『ハルハ・ジロム』の編纂

年代，諸本の相互関係等を明らかにした。ディリコフは『ハルハ・ジロム』の

テキストと翻訳を出版する際に，それにr18世紀の封建法」というサブタイト

ルを付けたが，これはむろん正しくない。17世紀に定められた法令が少くとも

1篇，おそらくは2篇以上含まれていることが本稿で立証できた。島田正郎氏

は近刊の『北方ユーラシア法系の研究』（1981年）の中でハルハ法を旧法（『白

樺法典』）と新法（『ハルハ・ジロム』）に分類されている。このような分類法

は便宜的ではあるが，ハルハ法の連続性を適格には反映していないと思われ
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る。『白樺法典』と『ハルハ・ジロム』が互いにほぽ完全に一致する条文を共

有していることについてはすでに旧稿で述べた。『白樺法典』と『ハルハ・ジ

ロム』，とりわけイヘ・フレー本所収の法令の距離はきわめて近いと思われる。

（駐）

（1）二木博史r白樺法典について」『アジア・アフリカ言語文化研究』，第21号，

　　1981年，同「訳註白樺法典（1〕」r遊牧社会史探究』，．第50号，1977年，同r訳謹白

　　構法典12〕」rモンゴル研究』，第12号，1981年を参照。

（2）　C・〉Ka』aH－aa汎aB，Xα〃x〃ツραm〃あ一〃。〃204凸〃xツツ〃凸巧αα3〃〃θ戸m〃〃カ

　　∂ツρcm4m6班｝〃2〃θ〃，y”aaH6aaTap，1958．

（3）　C．Nasunbaljur（ed．），Qα佃一α力用m（MOMσM亙MTλ〃7ST0〃Cλ，

　　Tom．II，Fasc一），Ularanbaアatur，1961、

（4）　Xm〃∂〃ψヅ〃，〃α〃見m舳κ〃。〃20〃。κ020卵。∂伽舳020〃ρωαXγ∫〃

　　乱，CB0λHH籟TeKcT　HπepeEe且L工・猟．）KaM叫apaHo，11oムF0ToBKa旺H3ムaHHm，

　　pe五aK叫HH　l1epeE0五a・BBe且eHHe　li　npヨMeHaHH児C・月1・刀：H”HKOBa，MOcKBa，

　　1965．

（5）1982年8月のディリコフ氏の私に対する談話によれば，写本は第二次大戦中に

　　行方不明にたった。

（6）几C．11y冊0BcK軌Momo〃。κm，φ戸m一〃。舳。〃。伽e〃。座μmc舳e

　　〃κ0〃舳〃舳〃μ伽舳m〃mymθ0Cm0κ0θeδe舳兄∫，MOC畑a一
　　刀eHHHrpaム，1957，P・153・

（7）　　エbづ攻，p．　156．

（8）ジャムツァラーノはD本の配列に基づいて第皿篇を第V篇の続きだとした。

　　◎α佃＿α〃m刎，Tma〃m　m∫5e力〃D7．Z田mcαmm（STσD〃MOMG0一

　　〃Cλ，Tom．I，Fasc．1），U1anbator，1959，P．29参照。

（9）田山氏が旺札勒多爾済に比定している（田山茂『蒙古法典の研究』，日本学術

　　振興会，1967年，l13頁）のは誤りである。

（10）　3ホジョーが3アイマク（トゥシェートゥ・バン・アイマク，セチェン・バ

　　ン・アイマク，ジャサクト・ノ・ン・アイマク）に等しいなどという説（日］山，前

　　掲書，113頁）が到底受け入れられないことは今さら言うまでもない。

（11）A本には’ga1Pa，siroi　Okeリ11と書かれている。前者はチベット語で，正

　　確には’gal　baでなければならない。これらはどちらも己丑を意味する。

（12）　和nggenの意味についてはセロイスの次の論文を参照せよ。H．Serruys，

　　“J衙nggen，a　Title　of　Mongol　Prin㏄sses，”亙σRλS〃M08TRλ〃Cλ，

　　Fe挑。加柳∫伽K〃’此伽｛c尻M舳8e5，Wiesbad㎝，1977，pp．177－185．

（13）　Bya㎜ba，λ5αmγc’　mm肋づ1伽　加勿加（M0”σ〃亙〃τλ　H∫STOR∫Cλ，
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　　Tom．II，Fasc．4），Ulaγanbaratur，1960，p．79；』∬ψo　my∂〃〃，〃。〃。〃一

　　cκα見カemon〃ωXγ〃θeκα，CB0ユHH坊TekcT，11epe目。且，BBeλeHHe　H　npH・

　　MeHaHH見H．n・LHacTHH0商，MocK日a一刀eHハHrpa且，1957，P．86・

（14）　『ハルハ・ジロム』にはNomenActorisの一γci／9dをNomenPerfecti

　　のブsanノー9s㎝の意味で用いるぎわめて特殊な用法も見られる。例えば，abuγci

　　aldanggi（I－5），bariγci　ma1（XIV－26），δggugci　yaγum＿a（XIV－27）など。

（15）島田氏が同第についてr清朝の立法の確認であって，バルバの固有法とはいえ

　　ない。康煕一三（一六七四）年蒙古例と比較するとよい」（島田正郎『清朝蒙古

　　例の研究』，創文杜，1982年，451－452頁）と述べているのはまったく正しい。

（16）このきわめて重要な条文が田山氏の訳では脱落している。同氏の訳は全体とし

　　て誤訳，誤植が多いが，特にw篇の前文ではそれが際立っている。以下，実例を

　　示す。「デチンジャブ将軍」（誤）→「デチンジャブ親王」（正），「リンチン，ドル

　　ジ親王」（誤）→「リンチンドルジ親王」（正），「副将軍シィヂャ」（誤）→「副将軍

　　世子」（正），「副将軍郡王」（誤）→r副将軍公」（正）など。

（17）これらの法令にはr3ホジョー」という語はでてこないが，立法者の顔ぶれは

　　3ホジョー法典と共通している。

（18）第皿篇（全1条）の条文は第XVII篇第6条の前半と一致する。ジャムツァラ

　　ーノはこれに気付かず両者に相異なるロシア語訳をつけている。

（19）体刑を罰金に換えるこの規定は，ジャムツァラーノが最初に紹介した写本では

　　他の部分と異なる書体で書かれていた。B．A．P冊刮H0目。K揃，M舳20〃。κoe

　　ψmo，me舳y仰。m8e舳。　o6舳舳e，Xap6HH，1931，p．80参照。

（20）　C．Nasunbaljur，oヵ．c払，p．8．

（21）C本もY，B本と基本的に同じ性格を有すると思われるが，なぜか校訂本には

　　C本の註記が少い。

（22）　y〃酬〃ψρm（〃0MσM亙MTλ　〃∫STOR∫Cλ，Tom・V，Fasc・1），

　　Ulanbator，1960，pp．12＿13．

（23）　γαm伽一m　m〆m，25v・この文献はモンゴル国立図書館に所蔵されている写本

　　〔整理番号134（517・3）〃一142〕で，公刊されたことはない。私は1978年にウラン

　　バートルで実見した。r衙門規則』は3部から成り，I・1卜6wは道光5（1825）

　　年，II．7r．一34r、は道光20（1840）年，III，34w－35r．は光緒33（1907）年にぞ

　　れぞれ定められた。なお第皿部はrオラーン・ハチャルト』正一300と目付も内容

　　も完全に一致している。

（24）XVをジャムツァラーノは1729年の法令としているが何ら根拠はたい。同篇は

　　競馬法だが，ジェブツンダムバ・ホトクトの御前で催された競馬の記録の中では

　　1697年のそれがもっとも古い。XX－1はr旧法」と呼ばれているので古い時代の

　　法と推定される。なおXIIIの後半も厳密に言えば年代不明である。

（25）　例えば）KaハaH－aa沢aB，oク．c〃．，p．108；Nasunba1jur，θか。｛’．，p，7など。
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1789年以前にもr蒙古偉例』が何度か公布されていたことは島田正郎氏の研究に

より日本の学界では常識にたっている。島田氏の研究は主に漢文版を対象にして

いる。モンゴル語版r蒙古律例』が何種類あって漢文版といかなる関係にあるの

か，といった問題は未解決である。リャザノフスキーはジャムツァラーノから得

た情報に基つぎr1696年に康煕帝の発布した法典の写本」について述べ，この

1696年法が1789年法の基礎にたったと推定した。私は1982年9月にモンゴル国立

図書館で「αa”r一α一”榊〃鮒0’一物Cδ7δ一〃加5”ψ［〃あ”α’一棚n〃m伽一“コ

。αγαルー”b言。㎏（［コの部分は紙が破れていて不明．私が補った）というタイ

トルの，114葉から成る線装木版本〔整理番号：34（517・3）966〕を調べ，それが

リャザノフスキーの言う1696年法に相違ないことを確信した。本の裏表紙には

rセチェン・バンの宮殿から発見された冊子。全152条。1695年または1696年に

発布か」などのメモがあり，「1930年3月，ツェウェーン〔＝ジャムツァラーノ〕」

と署名してある。第152条は康煕33（1694）年閨5月10日の法令で，年代が一番

新しい。ジャムツァラーノはこの日付に基づいて年代を推定したのであろう。な

お同図書館には乾隆36（1771）年から同54（1789）年の間に発布されたと推定さ

れる2種類のモンゴル文r蒙古律例』の版本（不完全）を一冊に綴じた冊子［整

理番号：34（517・3）M692コも所蔵されている。これらの文献は別の機会に詳しく

紹介したいと思う。

　（本稿は1981年12月の第6回東亜アルタイ学会（台北）で発表した英文のぺ一パーお

よび1982年8月の第4回国際モンゴル学者会議（ウランバートル）で発表したモンゴル

文のぺ一パーに若干手を加えたものである）

（筆者の住所：川崎市宮前区馬絹564）


